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役員報酬等の減額延長に関するお知らせ 

当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、テレワークの拡大などビジネススタイルの変化、

政府や地方自治体の外出自粛要請、店舗の休業や営業時間短縮等により、業績に大きな影響を受けてお

ります。これに伴い、2020 年 5 月 22 日開催の取締役会決議に基づき、2020 年 6 月から 11 月まで下記

内容の役員報酬等の減額を実施してまいりましたが、現在においても当該感染症の終息時期や今後の経

済活動の見通し等、先行きが不透明な状況が継続しております。 

このような経営状況を踏まえ、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員報酬の減額を延長す

ることを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、監査役より報酬の自主返上を延長する申し入れがありましたので、併せてお知らせいたします。 

  

記 

１．役員の報酬減額等について  

 （1）役員報酬減額の内容 

代表取締役社長        月額報酬の 20％を減額  

役付取締役      月額報酬の 15％を減額 

取締役        月額報酬の 10％を減額 

 （2）監査役報酬自主返上の内容 

監査役        月額報酬の 10％を返上 

２．対象期間   

 

【変更前】 2020年 6月から 2020年 11月まで（6ヶ月間） 

【変更後】 2020年 6月から 2021年 2月まで（9ヶ月間） 

 

以 上 

 

 

 


